
資料７

就学前教育・保育施設の利用定員について 

 

 

 

※１：括弧内は変更前定員 

※２：令和 8 年 4月に利用定員を 100 人に、以後、段階的に元の利用定員に戻す予定 

※３：鶴之荘幼稚園は県の認可を経て正式にこども園への移行が決定

 
区域 施設類型 施設名 設置主体 内容

認定区分別定員数（人） 

※１ 変更日

 １号 ２号 ３号

 
明峰 

中学校区
保育所 ちきゅうっこ保育園 社会福祉法人光会

利用定員変更による定員減 

※２
－

54 

(61)

36 

(59)
令和 7 年 10 月 1 日

 
川西 

中学校区

幼稚園型 

認定こども園
鶴之荘幼稚園 学校法人鶴之荘学園

私立幼稚園から認定こども園へ移行

※３

105 

（240）

45 

（－）

0 

（－）
令和 8 年 4月 1日


